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指定管理者制度導入施設一覧 

 指定期間（全て平成１８年４月１日から） 

期間 公 募 随意指定 合計 

２年間 15 おがの山荘  １施設 

３年間 
 12 けやき荘、13 くすのき荘、14 ゆりのき荘、 

30 市民プール 
４施設 

５年間 

1 中央市民会館、 

16 花田苑、 

17 野鳥の森、 

29 弓道場 

2 北部市民会館、3 赤山交流館、4 大沢北交流館、5 蒲生
交流館、6南部交流館、7新方交流館、8大袋北交流館、
9桜井交流館、10 南越谷交流館、11障害者福祉センター
こばと館、18 コミュニティセンター、19 能楽堂、20 総
合体育館、21 市民球場、22 総合公園多目的運動場、 
23 総合公園庭球場、24しらこばと運動公園競技場、 
25 しらこばと運動公園第２競技場、26 しらこばと運動公
園野球場、27しらこばと運動公園庭球場、28 しらこばと
運動公園ソフトボール場 

２５施設

合計 ５施設 ２５施設 ３０施設

 指定管理者一覧 

施  設  名 
随意・公募

の別 
指定管理者 

指定 

期間 
所管課 

１ 中央市民会館 公募 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 地域活動推進課 

２ 北部市民会館 随意 北部市民会館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

３ 赤山交流館 随意 赤山交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

４ 大沢北交流館 随意 大沢北交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

５ 蒲生交流館 随意 蒲生交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

６ 南部交流館 随意 南部交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

７ 新方交流館 随意 新方交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

８ 大袋北交流館 随意 大袋北交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

９ 桜井交流館 随意 桜井交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

１０ 南越谷交流館 随意 南越谷交流館運営協議会 ５年 地域活動推進課 

１１ 障害者福祉センターこばと館 随意 (社福)越谷市社会福祉協議会 ５年 障害福祉課 

１２ けやき荘・１３ くすのき荘・ 

１４ ゆりのき荘 
随意 (社福)越谷市社会福祉協議会 ３年 高齢介護課 

１５ おがの山荘 公募 大新東ヒューマンサービス㈱ ２年 国民健康保険課 

１６ 花田苑 公募 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 公園緑地課 

１７ 野鳥の森 公募 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 公園緑地課 

１８ 越谷コミュニティセンター 随意 ㈶越谷コミュニティセンター ５年 生涯学習課 

１９ こしがや能楽堂 随意 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 生涯学習課 

２０ 総合体育館 随意 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 体育課 

２１ 市民球場・２２ 総合多目的運

動場・２３ 総合庭球場 
随意 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 体育課 

２４ しらこばと競技場・２５ 第２

競技場・２６ 野球場・２７ 庭球

場・２８ ソフトボール場 

随意 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 体育課 

２９ 弓道場 公募 ㈶越谷市施設管理公社 ５年 体育課 

３０ 市民プール 随意 (社福)越谷市社会福祉協議会 ３年 体育課 

※「おがの山荘」は、平成 19 年度末をもって廃止となりました。 

（指定期間：平成 18 年 4月 1日から平成 20 年 3 月 31 日） 
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指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価について 

 
１ 評価の考え方 

指定管理者制度を導入した公の施設は、市民生活に密着した極めて重要な施設

であることから、指定管理者による管理運営が適正に行われているかについて、

指定期間内においても、毎年度点検・把握する必要がある。 

指定管理者による管理運営状況、施設管理能力及び適性等について把握すると

ともに、それらに対する評価を行い、評価結果については、管理運営の改善や効

率化、今後の制度運用に活用するものとする。 
 

２ 評価方法について 
「公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」に、指定管理者の

「選定項目」が示されていることから、これに対応した評価項目を設定し、評価

を行うものとする。 

具体的には、①利用対象者の平等利用の確保、②施設の効用を最大限に発揮、

③管理経費の縮減、④管理を安定して行う能力、⑤その他、の５つに対応した評

価項目を施設ごとに施設所管課が設定し、「評価表」を作成する。 

施設所管課は、過去１年間に指定管理者が取り組んだ内容、その結果得られた

効果、管理状況等について評価項目ごとに把握し、下記基準のとおり評価点の採

点及び総合評価を行う。 
  ［評価点及び総合評価について］ 

  ①項目ごとの評価点 

評価点 評価内容 評 価 の 基 準 

３点 優れている 
協定、事業計画書等の内容を上回る、特筆す

べき管理運営水準であったと評価した場合 

２点 適正である 
協定、事業計画書等の内容に沿った管理運営

水準であったと評価した場合 

１点 改善が必要である
協定、事業計画書等の内容に満たない管理

運営水準であったと評価した場合 

②総合評価 

管理運営は適正である 評価点の平均が２．０点以上の場合 

管理運営に改善すべき点がある 評価点の平均が２．０点未満の場合 
 

３ 評価表について 
全施設の評価表については、「越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会」

に対し意見照会する。 
 

４ 事業報告書について 
地方自治法第２４４条の２第７項の規定及び「公の施設に係る指定管理者の指

定の手続等に関する条例」に基づき毎年度終了後（５月３１日まで）に提出され

る「事業報告書」については、下記の事項が網羅されているものとする。 

   施設所管課は、指定管理者からの事業報告書を元に、評価表の作成を行うもの

とする。 

<条例第５条に規定されている、事業報告書への記載事項> 

⑴ 管理業務の実施の状況及び利用の状況に関する事項 

⑵ 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項 

⑶ 管理経費の収支の状況に関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成1９年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 

 

施 設 の 名 称 １ 越谷市中央市民会館 

施設の所在地 越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

設 置 の 目 的 市民文化や生涯学習、福祉活動の拠点施設として多くの市民の利用

促進を図るため、施設の有効利用と住民サービスの増進に寄与すること

を目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） 管理施設の使用許可に関する業務 

（２） 管理施設の使用に係る使用料の徴収に関すること 

（３） 管理施設等の維持管理に関する業務 

（４） その他、越谷市又は指定管理者が必要と認める業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開館日数（日） ３５７ ３５６ ＋１

利用件数（件） １１，５０７ １１，６２９ △１２２

利用者数（人） ２６３，０１０ ２６８，５８２ △５，５７２

使用料（円） ４３，４２６，６９０ ４４，６２８，１２０ △１，２０１，４３０

※利用件数等の減少は、地区センター施設整備などによる利用者の流出が影響している

と考えられます。また、使用料の大幅な減少は、劇場やホールなどの利用が減り、会議

室利用等にシフトしたことが要因と思われます。 

管理経費の収支状況 

［決算額］               単位：円 

収   入 １９７，２２８，０００

支   出 １９７，２６０，５２２

収入を超える支出額 ３２，５２２

 ※収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 
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１ 越谷市中央市民会館 

 

総 合 評 価 中央市民会館の管理運営について、事業報告書、決算報告書、指定
管理者へのヒアリングなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事
業計画書に基づき適正に行われています。 

特に、職員の接客態度が良く、館内の整理整頓が行き届いており、利

用者の施設に対する評判も良い。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 

 



 5

平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成1９年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２ 越谷市北部市民会館 

施設の所在地 越谷市大字恩間１８１番地１ 

設 置 の 目 的  地域に根ざしたコミュニティ活動、文化活動の拠点施設として多くの市

民の利用促進を図るため、施設の有効利用と住民サービスの増進に寄

与することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市北部市民会館運営協議会 

所在地   越谷市大字恩間１８１番地１ 

代表者   会長 白鳥 庄造 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） 管理施設の使用許可に関する業務 

（２） 管理施設の使用に係る使用料の徴収に関すること 

（３） 管理施設等の維持管理に関する業務 

（４） その他、越谷市又は指定管理者が必要と認める業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

【北部市民会館 会議室等】 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開館日数（日） ３３６ ３３５ ＋１ 

利用件数（件） ３，７８３ ３，８３３ △５０ 

利用者数（人） ８０，３８７ ８８，４１４ △８，０２７ 

使用料（円） ８，０１４，５６０ ８，７９４，１００ △７７９，５４０ 

【北部市民会館図書室】 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開室日数（日） ３３４ ３３３ ＋１ 

貸出利用者数（人） ７０，８９６ ６８，８２４ ＋２，０７２ 

貸出冊数（冊） ２５９，３３９ ２４３，２９６ ＋１６，０４３ 

※利用者数の減少と使用料の減額は、劇場と展示ロビーの稼働率が前年比４～５ポイント

下がったことが大きく影響しています。 

管理経費の収支状況 

［決算額］               単位：円 

収   入 ３４，８１０，１８５

支   出 ３４，８０６，４０３

市への戻入額 ３，７８２ 

その他特記事項 
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２ 越谷市北部市民会館 

 

総 合 評 価 北部市民会館の管理運営は、事業報告書、決算報告書、実地調査、
指定管理者へのヒアリングなどにより評価したところ、協定書及び仕様書
に基づき適正に行われています。 

特に、職員の接客態度が良く、館内の整理整頓が行き届き、利用者

の評判も良く、利用しやすくなっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ３ 越谷市赤山交流館 

施設の所在地 越谷市赤山町三丁目１２８番地１ 

設 置 の 目 的  地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開することに

より、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉の

増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市赤山交流館運営協議会 

所在地   越谷市赤山町三丁目１２８番地１ 

代表者   会長 高崎 茂 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 
開館日数（日） ３０８ ３０８ ０

利用件数（件） １，１３７ １，１７１  △３４

利用者数（人） １９，９７５ ２０，９７３ △９９８

使用料（円） ６６１，６００ ６４５，３００  ＋１６，３００
 

管理経費の収支状況 

［決算額］               単位：円 

収   入 ３，２７１，２２０

支   出 ３，２７１，２２０

市への戻入額  ０ 

その他特記事項 
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３ 越谷市赤山交流館 

 

総 合 評 価 赤山交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決算
報告書、監査報告書などの報告書により評価したところ、事業計画書に
基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成 19 年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ４ 越谷市大沢北交流館 

施設の所在地 越谷市大里３２６番地１ 

設 置 の 目 的 地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開すること

により、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉

の増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市大沢北交流館運営協議会 

所在地   越谷市大里３２６番地１ 

代表者   会長 榎本 武 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開館日数（日） ３０８ ３０８ ０

利用件数（件） １，５９４ １，４８３ ＋１１１

利用者数（人） ２５，１２９ ２２，９３４ ＋２，１９５

使用料（円） ９９０，１００ ８７６，９００ ＋１１３，２００

 
 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ３，６２１，４７９

支   出 ３，６２１，４７９

市への戻入額 0

 

 

その他特記事項 
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４ 越谷市大沢北交流館 

 

総 合 評 価 大沢北交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決
算報告書、監査報告書などの報告書に基づき評価したところ、事業計画
書に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成１９年 4 月１日から平成２０年 3 月 31 日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ５ 越谷市蒲生交流館 

施設の所在地 越谷市蒲生寿町４番９号 

設 置 の 目 的  地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開することに

より、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉の

増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市蒲生交流館運営協議会 

所在地   越谷市蒲生寿町４番９号 

代表者   会長 本田 憬 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比較 

開館日数（日） ３０８ ３１３ △5

利用件数（件） １，５５４  １，５６８ △１４

利用者数（人） ２７，１９１ ２８，５２１ △１，３３０

使用料（円） １，１０２，１００ １，０７２，７００ ＋２９，４００

※利用件数と利用者数が減少しているにもかかわらず使用料が増加した理由は、免除団体 

の利用が減り、一般の利用件数が増加したことによります。 

 

管理経費の収支状況 

［決算額］                 単位：円 

収   入 ３，２８６，３２１

支   出 ３，２８６，３２１

市への戻入額 ０ 

その他特記事項 
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５ 越谷市蒲生交流館 

 

総 合 評 価 蒲生交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決算
報告書、監査報告書などの報告書に基づき評価したところ、事業計画書
に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 

 



 13

平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

下記施設の平成19年4 月１日から平成２０年3 月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ６ 越谷市南部交流館 

施設の所在地 越谷市南町一丁目２２番１３号 

設 置 の 目 的 地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開すること

により、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉

の増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市南部交流館運営協議会 

所在地   越谷市南町一丁目２２番１３号 

代表者   会長 木村 利夫 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数（日） ３０８ ３１３ △５

利用件数（件） １，３３９ １，２９９ ＋４０

利用者数（人） １５，４８５ １６，４６９ △９８４

使用料（円） ９９８，０００ ９６８，２００ ＋２９，８００

※利用件数が増加し利用者数が減少している理由は、申し込み団体利用者の少人数化に 

よるものです。 

 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ３，３６３，８１３

支   出 ３，３６３，８１３

市への戻入額 ０ 

その他特記事項 
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６ 越谷市南部交流館 

 

総 合 評 価 南部交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決算
報告書、監査報告書などの報告書に基づき評価したところ、事業計画書
に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成１９年 4 月１日から平成２０年 3 月 31 日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ７ 越谷市新方交流館 

施設の所在地 越谷市北川崎２５８番地 

設 置 の 目 的 地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開すること

により、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉

の増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市新方交流館運営協議会 

所在地   越谷市北川崎２５８番地 

代表者   会長 川上 悦太郎 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数（日） ３０４ ３０６ △2

利用件数（件） ５８４ ４５３ ＋１３１

利用者数（人） １１，７９１ １１，２１８ ＋５７３

使用料（円） ４７０，０００ ２８４，４００ ＋１８５，６００

 
 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ３，２８５，４５９

支   出 ３，２８５，４５９

市への戻入額 ０ 

その他特記事項 
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７ 越谷市新方交流館 

 

総 合 評 価 新方交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決算
報告書、監査報告書などの報告書に基づき評価したところ、事業計画書
に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成１９年4 月１日から平成20年3 月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ８ 越谷市大袋北交流館 

施設の所在地 越谷市袋山５６５番地４ 

設 置 の 目 的  地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開することに

より、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉の

増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市大袋北交流館運営協議会 

所在地   越谷市袋山５６５番地４ 

代表者   会長 木村 和衛 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数（日） ３０８ ３０８ ０

利用件数（件） １，１７４ １，２８３ △１０９

利用者数（人） １３，９９４ １７，２５７ △３，２６３

使用料（円） ７２１，３００ ７４５，２００ △２３，９００

 

  

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ３，５１８，１４３

支   出 ３，５１８，１２６

市への戻入額 １７ 

その他特記事項 
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 ８ 越谷市大袋北交流館 

 

総 合 評 価 大袋北交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決
算報告書、監査報告書など報告書に基づき評価したところ、事業計画書
に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成１９年 4 月１日から平成２０年 3 月 31 日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ９ 越谷市桜井交流館 

施設の所在地 越谷市大泊７３０番地２ 

設 置 の 目 的  地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開することに

より、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉の

増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市桜井交流館運営協議会 

所在地   越谷市大泊７３０番地２ 

代表者   会長 佐藤 佐 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数（日） ３０８ ３０８ ０

利用件数（件） １，１９５ １，１８８ ＋７

利用者数（人） １８，０８８ １７，９１９ ＋１６９

使用料（円） ６６７，７００ ６２４，５００ ＋４３，２００

 
 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ３，４５８，６１９

支   出 ３，４１８，７７３

市への戻入額 ３９，８４６ 

その他特記事項 
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９ 越谷市桜井交流館 

 

総 合 評 価 桜井交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決算
報告書、監査報告書などの報告書に基づき評価したところ、事業計画書
に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 

 



 21

平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成１９年 4 月１日から平成２０年 3 月 31 日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １０ 越谷市南越谷交流館 

施設の所在地 越谷市南越谷五丁目１５番地４ 

設 置 の 目 的 地域住民が主体的・自主的に行う様々な活動を活発に展開すること

により、こころ触れ合う豊かな地域社会の形成を図るとともに市民の福祉

の増進及び文化の向上を図ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   越谷市南越谷交流館運営協議会 

所在地   越谷市南越谷五丁目１５番地４ 

代表者   会長 座 間 三 郎 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 協働安全部地域活動推進課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設受付業務 

（２）施設付帯設備業務 

（３）その他施設管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数（日） ３００ ３０７ △７

利用件数（件） １，０８４ ９２７ ＋１５７

利用者数（人） １４，６４５ １３，１２２ ＋１，５２３

使用料（円） ７５３，８００ ６５７，３００ ＋９６，５００

 
 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ３，３１１，５７６

支   出 ３，３１１，５１８

市への戻入額 ５８ 

その他特記事項 
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１０ 越谷市南越谷交流館 

 

総 合 評 価 南越谷交流館の管理運営については、平成１９年度事業報告書、決
算報告書、監査報告書など報告書に基づき評価したところ、事業計画書
に基づき適正に行われています。 

交流館管理人の接客態度も良く、館内の整理整頓もなされており、使

いやすい交流館になっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成 1９年 4 月１日から平成２０年 3 月 31 日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １１ 越谷市障害者福祉センターこばと館  

施設の所在地 越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

設 置 の 目 的 障がい者に対して機能訓練、教養の向上、社会との交流促進及び

レクリエーションのための便宜を供与し、障がい者の自立と福祉の

増進を図ることを目的とする。 

指 定 管 理 者 名  称   社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

所在地   越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

代表者   会長 植竹 勇 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 健康福祉部障害福祉課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）障害者デイサービス事業の実施に関すること 

①教養・技術の向上のための各種講座、講習会事業  

②機能訓練事業・社会適応訓練事業 

③レクリエーション事業 

（２）障がい者関係福祉団体に対する便宜の供与事業に関すること 

（３）障がい者福祉ボランティアの育成に関すること  

（４）地域住民に対する障がい者啓発事業に関すること 

（５）窓口相談業務及び団体に対する情報提供事業 

（６）その他センター設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと  

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数（日） ２９３ ２９６ △３ 

団体利用者数（人） １４,５２９ １２,０６８ ＋２,４６１ 

個人利用者数(人) ４,６５０ ４,４６４ ＋１８６ 

総利用者数（人） １９,３０２ １６,５３２ ＋２,７７０ 

使用料等（円） ０ ０ ０ 
 

管理経費の収支状況 
 
［決算額］                 単位：円 

収   入 １８,０００,０００

支   出 １８,０００,０００

市への戻入額            ０ 

その他特記事項     
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１１ 越谷市障害者福祉センターこばと館 

 

総 合 評 価 障害者福祉センターこばと館の管理運営は、事業報告書、指定管理者へのヒア

リングなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画書に基づき適正に

行われています。 

特に下記の事項について、協定等の内容を上回る管理運営水準が認められた

ことから、関連する評価項目において、「優れている」と評価しました。 

・障がい者及び障がい者団体への応対が親切で、利用者からの評価も高く、より利

用しやすくなっていること。 

・各事業について利用者からの意見を聞くなどして、事業内容の検討を行い、利用

者からのニーズに合致した事業を行えるような努力が認められること。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．１】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ３ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

団体の育成について効果が上がっているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
３ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 

下記施設の平成19年4 月１日から平成２０年3 月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １２ 越谷市立老人福祉センターけやき荘 

施設の所在地 越谷市新川町二丁目５５番地 

設 置 の 目 的  老人に対して各種の相談に応ずると共に、健康の増進、教養の向上及

びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的に設置。

指 定 管 理 者 名  称   社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

所在地   越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

代表者   会長 植竹 勇 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

所 管 課 名 健康福祉部高齢介護課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）生活相談及び健康相談に関すること 

（２）生業及び就労の指導に関すること 

（３）機能回復訓練の実施に関すること 

（４）教養の向上及びレクリエーシヨンの実施に関すること 

（５）老人クラブ活動の育成に関すること 

（６）老人福祉センターの使用の許可に関する業務 

（７）老人福祉センターの施設等の維持管理に関する業務 

（８）その他市長が別に定める業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数 (日) ２９５ ２９４ ＋１ 

団体利用者数 （人） ６，７７１ ５，７４７ ＋１，０２４ 

個人利用者数 （人） １００，８２１ ９２，５１２ ＋８，３０９ 

総利用者数 （人） １０７，５９２ ９８，２５９ ＋９，３３３ 

1 日平均利用者数 （人） ３６４ ３３４ ＋３０ 

総見学者数 （人） ２５９ ２３５ ＋２４ 

使用料 （円）※ １２７，４００ １０５，８００ ＋２１，６００ 

※老人福祉センターを利用できるのは、原則として市内に住所を有する６０歳以上の人で使用料は無
料。それ以外の人が利用する場合は、有料としている。 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ６３，８４４，０００
支   出 ６３，７８３，３７６

市への戻入額 ６０，６２４ 

その他特記事項 
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12 越谷市立老人福祉センターけやき荘 

 

総 合 評 価 老人福祉センターけやき荘の管理運営は、事業報告書、利用者の声、指定管理者への

ヒアリングなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画書に基づき適正に行わ

れています。 

特に下記の事項について、協定等の内容を上回る管理運営水準が認められたことから、

関連する評価項目において「優れている」と評価しました。 

・高齢者に対する職員の接客態度がよく、館内の整理整頓も行き届き、利用者からの評価も

高く、より利用しやすくなっていること。 

・新採用オリエンテーション、定期研修、朝のミーティング、月次会議等で接遇等に対する

研修を、独自に作成した接遇ハンドブック等を用いて実施し、職員全員が統一した認識のも

と、利用者に対応していること。 

・下記の各種講座開催後、全講座を対象にアンケート調査を実施し、意見等で即時実施可

能なものは当年度に実施、その他は次年度に反映させていること。 

〈講座開催数〉 

・けやき荘 教養 10、健康 １0、趣味 6  合計２6 講座（３館合計では、71 講座） 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．１】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ３ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
３ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 

下記施設の平成19年4 月１日から平成２０年3 月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １３ 越谷市立老人福祉センターくすのき荘 

施設の所在地 越谷市大杉６５５番地 

設 置 の 目 的  老人に対して各種の相談に応ずると共に、健康の増進、教養の向上及

びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的に設置。

指 定 管 理 者 名  称   社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

所在地   越谷市越ヶ谷四丁目 1 番 1 号 

代表者   会長 植竹 勇 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

所 管 課 名 健康福祉部高齢介護課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）生活相談及び健康相談に関すること 

（２）生業及び就労の指導に関すること 

（３）機能回復訓練の実施に関すること 

（４）教養の向上及びレクリエーシヨンの実施に関すること 

（５）老人クラブ活動の育成に関すること 

（６）老人福祉センターの使用の許可に関する業務 

（７）老人福祉センターの施設等の維持管理に関する業務 

（８）その他市長が別に定める業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数 (日) ２９４ ２９４ ０ 

団体利用者数 （人） １９，４２３ １８，０４２ ＋１，３８１ 

個人利用者数 （人） ９４，３０６ ９４，７５５ △４４９ 

総利用者数 （人） １１３，７２９ １１２，７９７ ＋９３２ 

1 日平均利用者数 （人） ３８６ ３８３ ＋３ 

総見学者数 （人） ４２７ ５６７ △１４０ 

使用料 （円） ※ ２０，０００ ２８，２００ △８，２００ 

※老人福祉センターを利用できるのは、原則として市内に住所を有する６０歳以上の人で使用料は無
料。それ以外の人が利用する場合は、有料としている。 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 
収   入 ７８，０８６，０００
支   出 ７８，０３７，３３７

市への戻入額 ４８，６６３ 

その他特記事項 
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13 越谷市立老人福祉センターくすのき荘 

 

総 合 評 価 老人福祉センターくすのき荘の管理運営は、事業報告書、利用者の声、指定管理者へ

のヒアリングなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画書に基づき適正に行

われています。 

特に下記の事項について、協定等の内容を上回る管理運営水準が認められたことから、

関連する評価項目において「優れている」と評価しました。 

・高齢者に対する職員の接客態度がよく、館内の整理整頓も行き届き、利用者からの評価も

高く、より利用しやすくなっていること。 

・新採用オリエンテーション、定期研修、朝のミーティング、月次会議等で接遇等に対する

研修を、独自に作成した接遇ハンドブック等を用いて実施し、職員全員が統一した認識のも

と、利用者に対応していること。 

・下記の各種講座開催後、全講座を対象にアンケート調査を実施し、意見等で即時実施可

能なものは当年度に実施、その他は次年度に反映させていること。 

〈講座開催数〉 

・くすのき荘  教養 9、健康 １1、趣味 8  合計２8 講座 （３館合計では、71 講座） 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．１】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ３ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
３ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 

下記施設の平成19年4 月１日から平成２０年3 月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １４ 越谷市立老人福祉センターゆりのき荘 

施設の所在地 越谷市増林三丁目２番地２ 

設 置 の 目 的  老人に対して各種の相談に応ずると共に、健康の増進、教養の向上及

びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的に設置。

指 定 管 理 者 名  称   社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

所在地   越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

代表者   会長 植竹 勇 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

所 管 課 名 健康福祉部高齢介護課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）生活相談及び健康相談に関すること 
（２）生業及び就労の指導に関すること 
（３）機能回復訓練の実施に関すること 
（４）教養の向上及びレクリエーシヨンの実施に関すること 
（５）老人クラブ活動の育成に関すること 
（６）老人福祉センターの使用の許可に関する業務 
（７）老人福祉センターの施設等の維持管理に関する業務 
（８）その他市長が別に定める業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開館日数 (日) ３０８ ３０８ ０ 

団体利用者数 （人） ８，６９１ ８，９２５ △２３４ 

個人利用者数 （人） ９４，３８７ ９８，０３３ △３，６４６ 

総利用者数 （人） １０３，０７８ １０６，９５８ △３，８８０ 

1 日平均利用者数 （人） ３３４ ３４７ △１３ 

総見学者数 （人） ３１７ ３８０ △６３ 

使用料 （円） ※ １８０，４００ １８１，２００ △８００ 

※老人福祉センターを利用できるのは、原則として市内に住所を有する６０歳以上の人で使用料は無
料。それ以外の人が利用する場合は、有料としている。 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 
収   入 ９８，０７０，０００
支   出 ９７，８９７，０２８

市への戻入額 １７２，９７２ 

その他特記事項 
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14 越谷市立老人福祉センターゆりのき荘 

 

総 合 評 価 老人福祉センターゆりのき荘の管理運営は、事業報告書、利用者の声、指定管理者への

ヒアリングなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画書に基づき適正に行わ

れています。 

特に下記の事項について、協定等の内容を上回る管理運営水準が認められたことから、

関連する評価項目において「優れている」と評価しました。 

・高齢者に対する職員の接客態度がよく、館内の整理整頓も行き届き、利用者からの評価も

高く、より利用しやすくなっていること。 

・新採用オリエンテーション、定期研修、朝のミーティング、月次会議等で接遇等に対する

研修を、独自に作成した接遇ハンドブック等を用いて実施し、職員全員が統一した認識のも

と、利用者に対応していること。 

・下記各種講座実施後、全講座を対象にアンケート調査を実施し、意見等で即時実施可能

なものは当年度に実施、その他は次年度に反映させていること。 

〈講座開催数〉 

・ゆりのき荘  教養 ４、健康 8、趣味 5  合計 １7 講座（３館合計では、71 講座） 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．１】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ３ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
３ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 
下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １５ 越谷市民保養施設おがの山荘 

施設の所在地 埼玉県秩父郡小鹿野町飯田８５７番地４ 

設 置 の 目 的  市民等が秩父地域の豊かな自然の中で、余暇活動等を通して健康と

福祉の増進を図り、あわせて地元住民との交流を深めることを趣旨とし

て、県営「みどりの村」内に設置した。 

指 定 管 理 者 名  称  大新東ヒューマンサービス株式会社 埼玉支店 

所在地  埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目２４７番地 ＯＳビル７Ｆ

代表者  埼玉支店長 堀井伸一 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日まで 

所 管 課 名 健康福祉部 国民健康保険課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）おがの山荘フロント業務 
（２）ルームサービス業務 
（３）食事賄業務 
（４）寝具等借上業務 
（５）害虫等防除業務 
（６）庭園管理業務 
（７）従業員室管理業務 
（８）利用促進に係る業務  
（９）警備業務(夜間フロント含む) 
（10）電気設備保守点検運転管理業務 
（11）空気調和設備・給排水衛生設備保守点検運転管理業務 
（12）消防設備保守点検管理業務 
（13）エレベーター保守管理業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

利用者数（人）大人 ４，８３６ ４，３２４ ＋５１２ 

利用者数（人）子供 １，６７２ １，６７１ ＋１ 

総利用者数（人） ６，５０８ ５，９９５ ＋５１３ 

使用料（宿泊料）（円） １５，９８２，８００ １５，０１０，９００ ＋９７１，９００ 

   ※食事料等については別途徴収。 

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 

収   入 ７３，０００，０００
支   出 ７６，０５０，７４９

収入を超える支出額 ３，０５０，７４９

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 
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１５ 越谷市民保養施設おがの山荘 

 

総 合 評 価 おがの山荘の管理運営は、事業報告書、実地調査、利用者アンケート、指

定管理者へのヒアリングなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事業計

画書に基づき適正に行われています。 

なお、指定管理者の経営努力（バスツアーの実施回数を増やすなど）により

前年度比約８％の利用者増となりました。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０  】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 
下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １６ 花田苑 
施設の所在地 越谷市花田六丁目６番地２ 

設 置 の 目 的 花田苑は、市民が気軽に散策や休息のできる「我が家の庭」として、ま

た、失われつつある日本の伝統技法を用いた、特色のある廻遊式池泉

庭園を有する本格的で大規模な日本庭園として整備を行い、併せて、

池の貯水機能を生かし治水の安全度の向上を目指し設置。 

指 定 管 理 者 名  称  財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地  越谷市増林二丁目３３番地 

代表者  理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 都市整備部公園緑地課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設及び設備の維持管理に関する業務 
（２）入園等にかかる業務 
（３）広報関係の業務 
（４）施設概要の案内業務 
（５）その他管理・運営に必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開園日数（日） ３６１ ３６０ ＋１ 

入園者数（人） ３２,２９７ ４１,３６４ △９,０６７ 

茶室使用人数（人） ３,５７３ ３,６０１ △２８ 

入園料（円） ２,６９３,１００ ２,８５６,９００ △１６３,８００ 

茶室使用料（円）      ８１,５００      ７２,５００ ＋９,０００  

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 
収   入 ３０,０４８,０００
支   出 ３０,１０５,７５０

収入を超える支出額 ５７,７５０

※収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 
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１６ 花田苑 

 

総 合 評 価 花田苑の管理運営は、事業報告、実地調査、利用者の声、指定管理者への

聞き取りなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画書に基づき

適正に行われています。 

本格的な日本庭園で、有料施設であり他の都市公園とは目的を異にし、専

門的な施設の維持管理が必要とされますが、施設の維持管理、広報活動など

全体的に努力が見られ、入園者の評判も良いことなど、安定した管理運営に努

めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０ 】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 入園対象者の平等が確保されているかに関する項目 

施設入園について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

入園者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の入園時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

入園者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た入園者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、入園しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

入園者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 
下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １７ キャンベルタウン野鳥の森 

施設の所在地 越谷市大字大吉２７２番地１ 

設 置 の 目 的  オーストラリア・キャンベルタウン市と姉妹都市提携１０周年を記念して

キャンベルタウン市から贈られる、エミュー、アカクビワラビーやモモイロ

インコなどの動物から、オーストラリアの「自然」を理解することを願って建

設された。 

指 定 管 理 者 名  称  財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地  越谷市増林二丁目３３番地 

代表者  理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 都市整備部公園緑地課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）施設及び設備の維持管理に関する業務 
（２）入園者等に係る業務 
（３）広報関係の業務 
（４）動物の飼育に関する業務 
（５）その他管理・運営に必要な業務 
 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開園日数(日) ３１０ ３０４ ＋６ 

入園者数(人) ２１,９５１ ２３,３１０ △１,３５９ 

入園料(円) １,３９７,０８０ １,６０７,６５０ △２１０,５７０  

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 
収   入 ２７,４９０,０００
支   出 ２７,４９１,８０９

収入を超える支出額 １,８０９

※収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 
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１７ キャンベルタウン野鳥の森 

 

総 合 評 価 キャンベルタウン野鳥の森の管理運営は、事業報告、実地調査、利用者の

声、指定管理者への聞き取りなどにより評価したところ、協定書、仕様書及び事

業計画書に基づき適正に行われています。 

積極的な事業を展開し集客に努めたものの、屋外施設という条件の中で天

候に左右されやすいデメリットもあり、結果的に入園者数、収入金額等は減少し

ました。施設の維持管理、広報活動など努力が見られ、入園環境の向上に努

めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２.０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 入園対象者の平等が確保されているかに関する項目 

施設の入園について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知している ２ 

入園者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の入園時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

入園者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た入園者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、入園しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

入園者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １８ 越谷コミュニティセンター 

施設の所在地 越谷市南越谷一丁目２８７６番地１ 

設 置 の 目 的  市民の明るく豊かな近隣社会の形成と文化生活の向上に貢献すること

を目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称  財団法人 越谷コミュニティセンター 

所在地  越谷市南越谷一丁目２８７６番地１ 

代表者  理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部生涯学習課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）コミュニティセンターの施設等の利用公開に関すること 
（２）市民の福祉増進及び文化活動を推進する自主的事業に関すること 
（３）その他コミュニティセンター設置目的を達成するために必要な業務に関すること 
（４）コミュニティセンターの使用の許可に関する業務 
（５）コミュニティセンターの施設等の維持管理に関する業務 
（６）その他越谷市が別に定める業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

【コミュニティセンター ホール・会議室等】 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開館日数（日） 360 359 +1 

利用件数（件） 5,498 5,200 +298 

利用者数（人） 447,171 419,592 +27,579 

使用料（円） 107,858,481 94,794,675 +13,063,806 

【南部図書室】 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開室日数（日） 353 353 0 

来室者数（人） 273,909 270,513 +3,396 

貸出利用者数（人） 142,016 130,931 +11,085 

貸出冊数（冊） 418,199 393,112 +25,087  

管理経費の収支状況 

［決算額］             単位：円 
収   入 447,000,000
支   出 426,801,609

市への戻入額 20,198,391 

その他特記事項 
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１８ 越谷コミュニティセンター 

 

総 合 評 価 
越谷コミュニティセンターの管理運営は、事業報告書、実地調査、利

用者の声、指定管理者への聞き取りなどにより評価したところ、協定書、
仕様書、事業計画書に基づき適正に行われています。 

職員に業務知識向上や接客意識を高める研修を行い、利用しやすい

施設となっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 
下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 １９ 日本文化伝承の館こしがや能楽堂 

施設の所在地 越谷市花田六丁目６番地１ 

設 置 の 目 的  日本の伝統文化の振興と市民文化の向上及びコミュニティの推進に資

するために設置。 

指 定 管 理 者 名  称 財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地 越谷市増林二丁目３３番地 

代表者 理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部生涯学習課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１）伝統芸術文化の振興及び普及に関する業務 
（２）市民文化の向上及びコミュニティづくりの推進に関する業務 
（３）伝承の館及び設備の提供に関する業務 
（４）伝承の館の使用の許可に関する業務 
（５）伝承の館の施設等の維持管理に関する業務 
（６）管理施設の使用に係る使用料の徴収に関する業務 
（７）その他伝承の館の設置目的を達成するために必要な業務 
（８）その他教育委員会が別に定める業務 
（９）前各号に掲げるもののほか、越谷市教育委員会または指定管理者が必要と認める業務 
施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比  較 

開館日数（日） 309 308 ＋１ 

利用件数（件） 1,447 1,524 △77 

利用者数（人） 22,647 24,652 △2,005 

使用料（円） 3,177,380 3,660,060 △482,680  

管理経費の収支状況 

［決算額］                単位：円 
収   入 38,900,000
支   出 39,173,853

収入を超える支出額 273,853

※収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 
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１９ 日本文化伝承の館こしがや能楽堂 

 

総 合 評 価 日本文化伝承の館こしがや能楽堂の管理運営は、事業報告書、実地調査、
利用者の声、指定管理者への聞き取りなどにより評価したところ、協定書、仕様
書、事業計画書に基づき適正に行われています。 

施設管理は評判もよく、利用しやすい施設として親しまれています。 
管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０ 】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか 2 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか 2 

施設の利用時間を厳守させているか 2 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか 2 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
2 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか 2 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか 2 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か 2 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか 2 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか 2 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか 2 

職員の管理、監督体制は整備されているか 2 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか 2 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
2 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
2 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか 2 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか 2 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか 2 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２０ 越谷市立総合体育館 

施設の所在地 越谷市増林二丁目３３番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 総合体育館の使用の許可に関する業務 

（４） 総合体育館の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、総合体育館設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開館日数（日） ３５８ ３５７ ＋１

利用件数（件） ２，９７４ ３，０８０ △１０６

利用者数（人） ３３４，７９６ ３５０，８１３ △１６，０１７

使用料等（円） １６，９３２，５１７ １９，１７５，８２１ △２，２４３，３０４ 

管理経費の収支状況 

[決算額]                    単位：円 

収   入 １１７，３３０，０００

支   出 １１７，３３０，００２

収入を超える支出額 ２

※収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 

平成１９年度は、県議会議員、市議会議員、参議院議員、埼玉県知事の４つの選挙の

選挙管理委員会本部及び開票事務会場として使用した。 
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２０ 越谷市立総合体育館 

 

総 合 評 価 
  総合体育館の管理運営は、事業報告、管理の状況及び指定管理者
へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画に
基づき適正に行われています。 
  利用者の声を積極的に聞き、可能な限り利用しやすい施設の提供を
するなど市民サービスの向上に努めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 

 

施 設 の 名 称 ２１ 越谷市民球場 

施設の所在地 越谷市増林三丁目１番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 
（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 
（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 
（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 
（５） その他、教育委員会が別に定める業務 
（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日）※１ ２４４ ２４４ ０

球場利用件数（件）会議室含む ２２４ ２４４ △２０

球場利用者数（人）会議室含む ３４，４６６ ３３，５６９ ※４    ＋８９７

会議室利用件数（件）※２ ５６ ８６ △３０

会議室利用者数（人）※２ １，８０７ ３，０４４ △１，２３７

使用料等（円）※３ ２，７２０，９００ ３，３７７，１７５ △６５６，２７５

※１ 野球場の供用期間は、４月から１１月まで。 
※２ 会議室利用件数及び利用者数は、会議室単独での利用を集計したもの。 
※３ 使用料等には、照明料、会議室使用料を含む。 
※４ 球場利用者の増加は、大会参加人数の増加が考えられる。 

管理経費の収支状況 

[決算額]                単位：円 

収   入 ４４，５００，０００

支   出 ４４，５００，０００

市への戻入額 ０

※管理経費は、「総合公園多目的運動場」と「総合公園庭球場」を含む。 

その他特記事項 
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２１ 越谷市民球場 

 

総 合 評 価 市民球場の管理運営は、事業報告、管理の状況及び指定管理者へ
のヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画に基
づき適正に行われています。 

利用者の声を積極的に聞き、可能な限り利用しやすい施設の提供を
するなど市民サービスの向上、またプロ野球や高校野球などで利用いた
だくためグラウンドコンディションには特に気を使い、全国でも誇れる施
設となっています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２２ 越谷市立越谷総合公園多目的運動場 

施設の所在地 越谷市増林三丁目１番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 
 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ３６０ ３５９ +１

利用件数（件） １８５ １７４ +１１

利用者数（人） ３０，４９８ ２４，６８０ +５，８１８

使用料等（円） ７２４，０００ ７９９，２００ △７５，２００

 

 

管理経費の収支状況 

[決算額]                 単位：円 

収   入 ４４，５００，０００

支   出 ４４，５００，０００

市への戻入額 ０

※管理経費は、「市民球場」と「総合公園庭球場」を含む。 

その他特記事項 
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２２ 越谷市立越谷総合公園多目的運動場 

 

総 合 評 価 総合公園多目的運動場の管理運営は、事業報告、管理の状況及び
指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及び
事業計画に基づき適正に行われています。 

利用者の声を積極的に聞き、可能な限り利用しやすい施設の提供を
するなど市民サービスの向上に努めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２３ 越谷市立越谷総合公園庭球場 

施設の所在地 越谷市増林三丁目１番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ３６０ ３５９ ＋１

利用件数（件） ８，２３１ ７，９７４ ＋２５７

利用者数（人） ４６，３９１ ５３，５４０ △７，１４９

使用料等（円） ５，０１０，０８０ ４，７０８，８８０ ＋３０１，２００

※利用者数の減少は、１団体（チーム）あたりの人数が減少したものと考えられる。 

管理経費の収支状況 

[決算額]                 単位：円 

収   入 ４４，５００，０００

支   出 ４４，５００，０００

市への戻入額 ０

※管理経費は、「市民球場」と「総合公園多目的運動場」を含む。 

その他特記事項 
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２３ 越谷市立越谷総合公園庭球場 

 

総 合 評 価 総合公園庭球場の管理運営は、事業報告、管理の状況及び指定管
理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及び事業計
画に基づき適正に行われています。 

利用者の声を積極的に聞き、可能な限り利用しやすい施設の提供を
するなど市民サービスの向上に努めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２４ 越谷市立しらこばと運動公園競技場 

施設の所在地 越谷市小曽川７２９番地１ 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比 較 

開場日数（日） ３０９ ３５９ △５０

利用件数（件） （団体・個人・会議室）   １，４７８ ２，３６３ △８８５

利用者数（人） （団体・個人・会議室）  ５５，９３２ ５７，２０８ △１，２７６

使用料等（円） １，５３７，５９０ １，６４６，０２５ △１０８，４３５

※減少は、３種公認のための改修工事期間の貸し出しを休止したため。 

管理経費の収支状況 

[決算額]                      単位：円 

収   入 ６２，７００，０００

支   出 ６２，７００，１１４

収入を超える支出額 １１４

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

※ 管理経費は、しらこばと運動公園内の体育施設「第２競技場」、「野球場」、「庭球場」及び「ソフトボー

ル場」を含む。 

その他特記事項 
 

日本陸上競技連盟３種公認更新のための改修工事を行った。 
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２４ 越谷市立しらこばと運動公園競技場 

 

総 合 評 価 しらこばと運動公園競技場の管理運営は、事業報告、管理の状況及
び指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及
び事業計画に基づき適正に行われています。 

利用者の声を積極的に聞き、可能な限り利用しやすい施設の提供に
努め、特に天然芝の管理に気を配っています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２５ 越谷市立しらこばと運動公園第２競技場 

施設の所在地 越谷市砂原３９番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ３６０ ３５９ ＋１

利用件数（件） ３４５ ２55 ＋９０

利用者数（人） ２８，８９２ １６，８９９ ＋１１，９９３

使用料等（円） １，１９６，０８０ ８１６，０８０ ＋３８０，０００ 

管理経費の収支状況 

[決算額]                    単位：円 

収   入 ６２，７００，０００

支   出 ６２，７００，１１４

収入を超える支出額 １１４

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

※ 管理経費は、しらこばと運動公園内の体育施設「競技場」、「野球場」、「庭球場」及び「ソフトボール

場」を含む。 

その他特記事項 
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２５ 越谷市立しらこばと運動公園第２競技場 

 

総 合 評 価 しらこばと運動公園第２競技場の管理運営は、事業報告、管理の状
況及び指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様
書及び事業計画に基づき適正に行われています。 

利用者の声を積極的に聞き、可能な限り利用しやすい施設の提供に
努め、競技場のサブグラウンドとしても有効利用を促進しています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２６ 越谷市立しらこばと運動公園野球場 

施設の所在地 越谷市砂原３９番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ２４９ ２４７ +２

利用件数（件） ２５９ ２４９ +１０

利用者数（人） １０，８２６ １１，５２６ △７００

使用料等（円） ５７１，４００ ５５６，４００ +１５，０００

利用者数の減少は、１団体（チーム）あたりの人数が減少したものと考えられる。 

管理経費の収支状況 

[決算額]                    単位：円 

収   入 ６２，７００，０００

支   出 ６２，７００，１１４

収入を超える支出額 １１４

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

※ 管理経費は、しらこばと運動公園内の体育施設「競技場」、「第２競技場」、「庭球場」及び「ソフトボー

ル場」を含む。 

その他特記事項 
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２６ 越谷市立しらこばと運動公園野球場 

 

総 合 評 価 しらこばと運動公園野球場の管理運営は、事業報告、管理の状況及
び指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及
び事業計画に基づき適正に行われています。 

現場に管理員を常駐させ、直接利用者の声を聞き、利用しやすいよう
なグラウンドコンディションを整え、市民サービスに努めています。また施
設周辺の公園環境にも気配りしています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２７ 越谷市立しらこばと運動公園庭球場 

施設の所在地 越谷市砂原３９番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ３６０ ３５９ ＋１

利用件数（件） ７，９５９ ７，６８９ ＋２７０

利用者数（人） ４６，５４０ ４７，０４２ △５０２

使用料等（円） ７，４８６，８００ ７，３２３，２００ ＋１６３，６００

※利用者数の減少は、１団体（チーム）あたりの人数が減少したものと考えられる。 

管理経費の収支状況 

[決算額]                    単位：円 

収   入 ６２，７００，０００

支   出 ６２，７００，１１４

収入を超える支出額 １１４

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

※ 管理経費は、しらこばと運動公園内の体育施設「競技場」、「第２競技場」、「野球場」及び「ソフトボー

ル場」を含む。 

その他特記事項 
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２７ 越谷市立しらこばと運動公園庭球場 

 

総 合 評 価 しらこばと運動公園庭球場の管理運営は、事業報告、管理の状況及
び指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及
び事業計画に基づき適正に行われています。 

現場に管理員を常駐させ、直接利用者の声を聞く中で利用しやすい
ようなコートコンディションを整え、市民サービスに努めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 
 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 

 

施 設 の 名 称 ２８ 越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場 

施設の所在地 越谷市砂原３９番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ２４６ ２４６ ０

利用件数（件） １６７ １４３ ＋２４

利用者数（人） ６，２６２ ６，８００ △５３８

使用料等（円） ２２０，０８０ １９６，４４０ ＋２３，６４０

※利用者数の減少は、１団体（チーム）あたりの人数が減少したものと考えられる。 

管理経費の収支状況 

[決算額]                    単位：円 

収   入 ６２，７００，０００

支   出 ６２，７００，１１４

収入を超える支出額 １１４

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

※ 管理経費は、しらこばと運動公園内の体育施設「競技場」、「第２競技場」、「野球場」及び「庭球場」

を含む。 

その他特記事項 
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２８ 越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場 

 

総 合 評 価 しらこばと運動公園ソフトボール場の管理運営は、事業報告、管理の
状況及び指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕
様書及び事業計画に基づき適正に行われています。 

現場に管理員を常駐させ、直接利用者の声を聞き、利用しやすいよう
なグラウンドコンディションを整え、市民サービスに努めています。また施
設周辺の公園環境にも気配りしています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 
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平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ２９ 緑の森公園越谷市弓道場 

施設の所在地 越谷市越ヶ谷２５７９番地 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資

することを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   財団法人 越谷市施設管理公社 

所在地   越谷市増林二丁目３３番地 

代表者   理事長 武藤 繁雄 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 
 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） スポーツ・レクリエーション活動への施設等の提供に関する業務 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の推進に関する業務 

（３） 屋外体育施設の使用の許可に関する業務 

（４） 屋外体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、屋外体育施設設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開場日数（日） ３０８ ３０８ ０

利用件数（件） ２，６１５ ２，１７９ ＋４３６

利用者数（人） １５，１８２ １３，４４２ ＋１，７４０

使用料等（円） １，１８６，５２０ ９８２，４００ ＋２０４，１２０ 

管理経費の収支状況 

[決算額]                      単位：円 

収   入 ５，９３０，０００

支   出 ５，９３０，４３５

収入を超える支出額 ４３５

※ 収入を超える支出額については、指定管理者の負担とする。 

その他特記事項 
 

 

 
 



 60

２９ 緑の森公園越谷市弓道場 

 

総 合 評 価 緑の森公園越谷市弓道場の管理運営は、事業報告、管理の状況及
び指定管理者へのヒアリング等により評価したところ、協定書、仕様書及
び事業計画に基づき適正に行われています。 

本施設は一般的な体育施設と比べ、専門的であり、利用に当たって
多少制限があるが、越谷市弓道連盟の協力をいただきながら、教室等を
開催し弓道の普及に努めています。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．０】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ２ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
２ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

利用の促進、利用者増加のための方策を行い、利用者は増加しているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 

 



 61

平成１９年度 指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価表 

 

下記施設の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの管理運営に関する評価です。 
 

施 設 の 名 称 ３０ 越谷市民プール 

施設の所在地 越谷市増林三丁目２番地２ 

設 置 の 目 的 市民のスポーツ振興を図るとともに、市民の健康増進と体力向上に資す

ることを目的に設置。 

指 定 管 理 者 名  称   社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

所在地   越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

代表者   会長 植竹 勇 

指 定 期 間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

所 管 課 名 生涯学習部体育課 

 

指定管理者が行う主な業務の内容 

（１） 市民プールの施設及び設備の提供に関する業務 

（２） 水泳等の指導に関する業務 

（３） 市民プールの使用の許可に関する業務 

（４） 市民プールの施設等の維持管理に関する業務 

（５） その他、教育委員会が別に定める業務 

（６） その他、市民プール設置の目的を達成するために必要な業務 

施設の利用状況（使用料等の収入実績を含む） 

【温水プール】 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開館日数（日）  ２８７ ２９３ △６

利用者数（男性） （人） ５２，８３３ ５２，２３７ ＋５９６

利用者数（女性） (人) ５２，５７１ ５４，７４５ △２，１７４

総利用者数 （人） １０５，４０４ １０６，９８２ △１，５７８

使用料等 （円） ３０，１６０，１２０ ３１，１３２，１４０ △９７２，０２０

【トレーニングルーム】 

 平成１９年度 平成１８年度 比   較 

開室日数（日） ３０６ ３０７ △１

利用者数（男性） （人） ２８，６２８ ２９，５１７ △８８９

利用者数（女性） (人) ７，５２２ ９，７３６ △２，２１４

総利用者数 （人） ３６，１５０ ３９，２５３ △３，１０３

使用料等 （円） １１，６９６，４４０ １３，０９７，２２０ △１，４００，７８０ 

管理経費の収支状況 

[決算額]                 単位：円 

収   入 ５０，０００，０００

支   出 ４９，８１１，３１８

市への戻入額 １８８，６８２ 

その他特記事項 
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３０ 越谷市民プール 

 

総 合 評 価 越谷市民プールの管理運営は、事業報告、管理の状況及び指定管理者へのヒ
アリング等により評価したところ、協定書、仕様書及び事業計画に基づき適正に行
われています。 

特に下記の事項について、協定等の内容を上回る管理運営水準が認められた
ことから関連する評価項目において「優れている」と評価しました。 
・ 利用者に対する接客態度がよく、施設内の整理整頓も行き届いており、利用者
からの評価も高く、より利用しやすくなっていること。 

・ 各種講座実施後のアンケート調査など、利用者の声を積極的に聞く中で、可能 
な限り利用しやすい施設の提供をするなど市民サービスの向上に努めており、利
用者の安全確保については、特に気を配っていること。 

管理運営は 
適正である 

【評価点の平均 ２．１】 

総合評価は、評価点の平均が 2.0 以上のものを 「管理運営は適正である」 とする。 

評  価  項  目  （ 評価点 ： ３ 優れている  ２ 適正である  １ 改善が必要である ） 評価点

① 利用対象者の平等利用が確保されているかに関する項目 

施設利用について広報・チラシ・ホームページ等により広く市民に周知しているか ２ 

利用者に対する窓口等での接遇、案内等は適切に行われているか ３ 

施設の利用時間を厳守させているか ２ 

② 施設の効用を最大限に発揮させているかに関する項目 

利用者のニーズ、苦情などの把握に努めるとともに、迅速な対応を実施しているか ２ 

アンケート等により得た利用者からの意見を活用し、実現可能な方策を考え、

実施しているか 
３ 

既存事業の改善、工夫または新規の魅力的な事業を実施しているか ２ 

施設の清掃・点検を実施し、利用しやすい施設環境整備を行っているか ２ 

③ 管理経費の縮減が図られているかに関する項目 

収支計画と収支結果の比較は妥当か ２ 

利用者に影響しない範囲で、経費縮減に努力しているか ２ 

業務が円滑に進むよう、全体のバランスを考慮して人員を配置しているか ２ 

④ 管理を安定して行う能力を有しているかに関する項目 

指定管理者の経営基盤は安定しているか ２ 

職員の管理、監督体制は整備されているか ２ 

職員の人材育成の方策（研修体制）は整備され、必要な研修を行っているか ２ 

リスクへの対応方策（防止策、対応マニュアル、責任体制など）は整備され、適

切で必要な訓練をしているか 
２ 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など）を備えているか（必要な保

険に加入しているか） 
２ 

⑤ その他の項目 

情報公開についての仕組み、方針は確立しているか ２ 

越谷市個人情報保護条例の内容を職員に周知し遵守させているか ２ 

越谷市教育委員会との連携確保は十分に図られているか ２ 

  
 


